
 

令和５年度鹿島地方事務組合消防本部消防職員採用試験案内 

 

１ 職種及び採用予定人員  消防吏員  ８人程度 

 

２ 勤務場所   鹿島地方事務組合消防本部 

         消防本部      神栖市溝口４９９１番地５ 

         大野消防署     鹿嶋市大字和７０７番地４ 

         鹿嶋消防署     鹿嶋市大字宮中４６２３番地１ 

         神栖消防署     神栖市溝口４９９１番地５ 

         鹿島港消防署    神栖市東深芝１３番地 

         波崎消防署     神栖市波崎６６１１番地 

         波崎消防署土合分署 神栖市土合本町二丁目９９２８番地１２ 

 

３ 受験資格 

⑴  日本国籍を有する者で、次の学歴及び年齢に該当する者（学歴については 

令和６年３月卒業見込みの者を含む。） 

  ア 高校卒業及び令和６年３月高校卒業見込みの者 

平成１２年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた者 

  イ 短大卒業及び令和６年３月短大卒業見込みの者 

平成１０年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた者 

  ウ 大学卒業及び令和６年３月大学卒業見込みの者 

平成８年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた者 

 ⑵ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の欠格条項（下記規定）

に該当しない者 

  ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

  イ 鹿島地方事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない者 

  ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から

第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

  エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ⑶ 勤務場所に通勤可能である者 

 



４ 試験の方法 

  試験は第１次試験及び第２次試験を行います。 

⑴  第１次試験 学科試験(教養試験、適性検査、小論文) 

⑵  第２次試験 面接、集団討論、身体及び体力試験 

 なお、主な基準・内容は次のとおりです。 

項 目 男 性 女 性 

身 長 おおむね１６０cm 以上 おおむね１５５cm 以上 

体 重 おおむね５０ｋｇ以上 おおむね４５ｋｇ以上 

胸 囲 身長のおおむね２分の１以上 

視 力 視力（きょう正視力含む。）が両眼で 0.7 以上、かつ、一 

眼でそれぞれ 0.3 以上であること。なお、裸眼視力に制限は

ない。赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。 

聴 力 正常であること。 

その他 ・心身共に健康で、身体機能（内臓、血圧、関節等）及び神

経系統に異常がないこと。 

・言語明瞭で、十分発声ができること。 

・結核性疾患、その他の疾患がないこと。 

体力試験 疾走、懸垂、起き上がり、腕立て伏せ、反復横とびの５種目 

面 接 個人面接、集団討論 

※ 第２次試験は、第１次試験の合格者に対して行います。 

 

５ 試験日及び試験場 

区  分 試験日時 試 験 場 

 

第１次試験 

 

令和５年９月１７日（日） 

午前８時３０分～  受 付 

鹿島地方事務組合消防本部 

（茨城県神栖市溝口４９９１番地５） 

第２次試験 令和５年１１月初旬頃 第１次試験合格者に通知します。 

 

６ 合格者の発表 

区   分 期  日 方  法 

第１次試験合格者発表 １０月中旬 消防本部前掲示場及び鹿島地方事務組合ホ

ームページに合格者の受験番号を掲示する

ほか、全員に合否の結果を通知します。 第２次試験合格者発表 １１月下旬 



７ 合格から採用までの経過 

  合格者は、採用候補者名簿（有効期限１年）に登載され、採用者が決定します。 

 採用の時期は、原則として令和６年４月１日以降になります。 

  なお、採用候補者名簿登載者以外に、辞退等を考慮して「補欠合格者」を決定す 

ることがあります。 

  「補欠合格者」とは、令和６年３月３１日までを有効期限とする補欠合格者名簿

に登載されますが、必ず採用になるとは限りません。 

 

８ 給与等     

  給与は、職員の給与に関する条例、規則に基づき支給されますが、例えば学校卒 

業直後に採用された場合は、次のとおりです。 

学  歴 高 校 卒 短 大 卒 大 学 卒 

給与月額 １６９，８００円 １８５，２００円 ２０４，２００円 

 （注）１ このほか、地域手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤

手当、時間外勤務手当等が該当者に支給されます。 

    ２ 初任給の決定については、学歴、職歴を加味する場合があります。 

※  上記の内容は、令和５年４月現在のもので、今後の給与改定等により、

額が変動する場合や支給される手当が変更になる場合があります。 

 

９ 被服     制服、制帽、活動服等無償給貸与 

 

10 勤務条件   毎日勤務又は隔日勤務制（休日及び有給休暇等は条例の定めると

ころによる。） 

 

11 共済制度等  健康保険、退職年金等は別に定めるところによります。 

 

12 受験手続 

 ⑴ 受験手続に必要なもの 

  ア 受験申込書（受験申込書裏面記載の注意事項に留意して、本人の自筆で記載

すること。） 

  イ 写真１枚（上半身脱帽で３ヶ月以内に撮影したもので、大きさ縦４センチメ

ートル×横３センチメートル、裏面に年齢、氏名を記載したものを、受験申込

書所定の欄へ貼付すること。） 

  ウ 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書 １通 



 ⑵ 申込書受付先 

   鹿島地方事務組合消防本部消防課 

  （受験申込書受付の際、試験通知書を交付するので、本人又は代理人が直接申し

込むこと。） 

⑶  受付期間 

   令和５年７月１０日（月）から令和５年８月２４日（木）まで 

  （土、日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

 ⑷ 受験申込書配付場所 

   鹿島地方事務組合消防本部消防課 

※ 郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験受験申込書請求」と

朱書し、１２０円分の切手を貼付した宛先明記の返信用封筒（角２封筒）

を必ず同封し、鹿島地方事務組合消防本部消防課へ請求してください。 

 

13 その他 

⑴  受験者が多数の場合、試験日程を変更することがあります。 

⑵  試験当日、筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢ以上）及び消しゴム）

を用意して下さい。 

⑶  昼食は各自で用意して下さい。 

 

 

問合せ先 茨城県神栖市溝口４９９１番地５ 

                   鹿島地方事務組合消防本部 

                   消防課  

                   ＴＥＬ ０２９９（９７）３６０５ 

                   ＦＡＸ ０２９９（９７）３６３４ 

      （土、日曜日、祝日を除く９：００～１７：００） 

 


